
京都市障害者支援施設大原野の杜条例施行規則を公布する。 

  平成２３年１０月３１日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市障害者支援施設大原野の杜条例施行規則 

（事業） 

第１条 京都市障害者支援施設大原野の杜条例（以下「条例」という。）第２条第１号に規

定する別に定めるものは，次に掲げるものとする。 

  障害者自立支援法第５条第７項に規定する生活介護 

  同法第５条第９項に規定する短期入所 

（利用料金） 

第２条 条例第６条第２項第１号に規定する別に定める額は，障害者自立支援法施行令第

２１条の３第１項に規定する食費等の基準費用額に相当する額とする。 

２ 条例第６条第２項第２号に規定する別に定める額は，次の各号に掲げる区分に応じ，

当該各号に掲げる額とする。 

   利用時間が４時間未満である場合 １，８７０円 

  利用時間が４時間以上８時間未満である場合 ３，７６０円 

  利用時間が８時間以上である場合 ５，０５０円 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２３年１１月１日から施行する。 

（関係規則の廃止） 

２ 京都市知的障害者更生施設大原野の杜条例第６条第２項の利用料金を定める規則は，

廃止する。 

（保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課） 

３８


